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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

 国においては、平成１１年（１９９９）に「男女共同参画社会基本法」が施行され、その

前文では、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、

その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を２１世紀の我が

国の社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要であるとしています。平成１

２年（２０００）には、この法律に基づく初めての国の計画として「男女共同参画基本計画」

が策定され、以降５年ごとの改定を行いながら総合的かつ計画的に施策を推進しています。

近年では、令和元年（２０１９）に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の

一部改正、令和２年（２０２０）に「第５次男女共同参画基本計画」の策定、令和５年（２

０２３）に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進

に関する法律」の制定など、新たな取組が進められています。 

 岐阜県においては、平成１５年（２００３）に「岐阜県男女が平等に人として尊重される

男女共同参画社会づくり条例」を制定し、翌年に同条例に基づく「岐阜県男女共同参画計画」

を策定しました。また、近年では令和４年（２０２２）に「岐阜県男女共同参画計画（第４

次）」と「清流の国ぎふ女性の活躍推進計画」が統合されました。さらに、令和６年（２０

２４）には、社会情勢の変化に伴う新たな課題への取り組みを反映させた「岐阜県男女共同

参画計画（第５次）」が策定されます。岐阜県においても、こうした計画を基に男女共同参

画社会の実現に向けた様々な施策が実施されています。 

 本町においては、平成２６年（２０１４）３月に策定した「富加町男女共同参画計画」

（令和２年３月改定）が令和５年度に計画期間の最終年度を迎えます。そこで、これまで

の計画を引き継ぎつつ、平成２８年（２０１６）に施行された「女性活躍推進法」や最新

の社会動向、本町の現状、「富加町第５次総合計画後期基本計画及び第２次総合戦略」等

の方向性を踏まえ、新たな視点で「第２次富加町男女共同参画計画」（以下、「本計画」

という。）を策定しました。 

 なお、本計画では、従来同様「男女」の用語を用いますが、多様な性的指向や性自認があ

ることを尊重した上で、「男女」の概念を捉えていくことが重要であると考えます。 

 本計画は、こうした状況を踏まえて、本町での男女共同参画社会づくりを進めていくた

めの指針として作成したものです。 
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２ 策定の背景 

（１） 国際的な動き 

年号（西暦） 内    容 

昭和５０年

（１９７５） 
国際婦人年世界会議（メキシコ会議）において世界行動計画が採択 

昭和５４年 

（１９７９） 

国連総会で「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」 

（女子差別撤廃条約）が採択 

昭和６０年 

（１９８５） 
昭和５４年に採択された「女子差別撤廃条約」に日本が批准 

平成２７年 

（２０１５） 

国連持続可能な開発サミットで「持続可能な開発のための２０３０アジ

ェンダ」が採択。１７のゴール（目標）と１６９のターゲットからなる

「持続可能な開発目標（ＳＤＧs）（P16※1）が掲げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 国の動き 

年号（西暦） 内     容 

昭和５２年 

（１９７７） 
「国内行動計画」策定 

昭和６０年 

（１９８５） 

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（男女雇用機会均等法）」制定 

平成８年 

（１９９６） 
「男女共同参画２０００年プラン」策定 
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平成１１年 

（１９９９） 
「男女共同参画社会基本法」制定 

平成１２年 

（２０００） 
「男女共同参画基本計画」策定 

平成１３年 

（２００１） 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止

法）」制定 

平成１７年 

（２００５） 
「男女共同参画基本計画」（第２次）策定 

平成１９年 

（２００７） 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と

生活の調和推進のための行動指針」策定 

平成２２年 

（２０１０） 
「第３次男女共同参画基本計画」策定 

平成２７年 

（２０１５） 

「第４次男女共同参画基本計画」策定 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」

 制定 

平成３０年 

（２０１８） 
「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」制定 

令和元年 

（２０１９） 
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」一部改正 

令和２年 

（２０２０） 
「第５次男女共同参画基本計画」策定 

令和５年 

（２０２３） 

「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理

解の増進に関する法律」制定 

 

（３） 岐阜県の動き 

年号（西暦） 内    容 

昭和６１年 

（１９８６） 
「岐阜県婦人行動計画」策定 

平成６年 

（１９９４） 
「女と男のはぁもにぃプラン－ぎふ女性行動計画－」策定 

平成１１年 

（１９９９） 
「ぎふ男女共同参画プラン」策定 

平成１５年 

（２００３） 

「岐阜県男女が平等に人として尊重される男女共同参画社会づくり条

例」制定 

平成１６年 

（２００４） 
「岐阜県男女共同参画計画」策定 
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平成１８年 

（２００６） 

「岐阜県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画」

策定 

平成２１年 

（２００９） 

「岐阜県男女共同参画計画（第２次）」策定 

「岐阜県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画 

（第２次）」策定 

平成２６年 

（２０１４） 

「岐阜県男女共同参画計画（第３次）」策定 

「岐阜県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画

（第３次）」策定 

平成２９年 

（２０１７） 
「清流の国ぎふ女性の活躍推進計画」策定 

平成３１年 

（２０１９） 

「岐阜県男女共同参画計画（第４次）」策定 

「岐阜県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画

（第４次）」策定 

令和４年 

（２０２２） 

「岐阜県男女共同参画計画（第４次）」と「清流の国ぎふ女性の活躍推進

計画」の統合 

令和６年 

（２０２４） 

「岐阜県男女共同参画計画（第５次）」策定 

「岐阜県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等並びに困難な問題

を抱える女性への支援のための基本計画」策定 

 

（４）本町の動き  

平成２６年 

（２０１４） 
「富加町男女共同参画計画」策定 

令和２年 

（２０２０） 
「富加町男女共同参画計画」改定 

 

３ 計画の位置づけ 

（１） 本計画は、「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項において規定されている「市

町村男女共同参画計画」として位置づけられるものです。 

（２） 本計画は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下、「女性活躍推

進法」という。）第６条第２項に基づく、「女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策についての計画」として位置づけられるものです。 

（３） 本計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下、「Ｄ

Ｖ防止法」という）第２条の３第３項に基づく、「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画」として位置づけられるもので

す。 

（４） 本計画は、国の「男女共同参画社会基本法」及び「第５次男女共同参画基本計画」、
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岐阜県の「岐阜県男女共同参画計画」（第４次及び第５次）を踏まえ、「富加町第５

次総合計画後期基本計画及び第２次総合戦略」及びその他各種計画との整合を図る

ものとします。 

（５） 本計画は、「富加町男女共同参画計画」の内容を継承しつつ、新たな課題への取組を

反映させた計画です。 

 

４ 計画の期間 

 本計画は、令和６年度から令和１５年度までの１０年間を計画期間とします。なお、社会

情勢の変化などにより新たに計画に盛り込むべき事由が生じた場合は、必要に応じて計画

を見直します。 
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第２章 計画の基本理念と基本目標 

 

１ 基本理念 

近年、社会や経済の環境が急激に変化し、ますます価値観が多様化する中で、これから

は真の生活の豊かさが求められる時代となります。また、一人ひとりがそれぞれの生き方

を自由に選択できる社会であることが望まれます。 

そこで、本計画では、国の「男女共同参画社会基本法」が掲げる５つの理念や、「富加

町第５次総合計画後期基本計画及び第２次総合戦略」などの上位計画に基づき、次の基本

理念を設定します。 

 

あらゆる⼥性
ひ と

と男性
ひ と

がともに輝くまち とみか 

 
すべての人が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、社会の対等な構成員とし

てあらゆる分野にともに参画し、それぞれの個性と能力を十分に発揮できることを基本理

念として、男女共同参画社会をめざします。 

 
２ 基本目標  

【基本目標１】あらゆる男女がともに活躍できる社会づくり 

【基本目標２】誰もが「安心して」・「健康に」暮らせる社会づくり 

【基本目標３】「次の世代」への男女共同参画社会の基盤づくり 
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３ 計画の体系  

【基本理念】    【基本目標】            【重点目標】 

 

１ あらゆ

る男女が

ともに活

躍できる

社会づく

り 

あ
ら
ゆ
る
女
性

ひ

と

と
男
性

ひ

と

が
と
も
に
輝
く
ま
ち 

と
み
か 

２ 誰もが

「安心し

て」・「健

康に」暮

らせる社

会づくり 

３ 「次

の世代」

への男女

共同参画

社会の基

盤づくり 

（１）政策・方針決定過程における女性の参画拡大 

（２）すべての人がともに働きやすい環境の整備 

（３）地域活動及び家庭生活における男女共同参画

の推進 

（１）人権尊重とあらゆる暴力の根絶 

（２）生涯を通じた健康づくりへの支援 

（３）男女共同参画の視点に立った防災対策の推進 

（１）男女共同参画教育・学習の推進 

（２）男女共同参画に関する広報啓発・情報提供 
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第３章 施策の具体的内容 

 

【基本目標１】あらゆる男女がともに活躍できる社会づくり 

重点目標（１）政策・方針決定過程における女性の参画拡大 

① 町の審議会等委員への女性の登用推進 

富加町は、令和５年度までに各種審議会等全体における女性委員の比率がおおむね３ 

０％となるよう定めています。これについては、令和５年４月１日現在では２５．６％

に留まっているため、引き続き女性委員の登用を積極的に推進します。 

 

具体的な取り組み 担 当 課 

審議会などへの女性委員登用の推進 

（女性委員のいない審議会などの解消をめざす） 
全   課 

 

② 町の管理職などへの女性の登用推進 

行政においても、管理職の女性登用を積極的に推進していく必要があります。管理 

職としての資質を備え、能力を発揮することができるよう、研修や講座などへ積極的に 

参加してもらい、女性の職業能力の伸長を図るなどの人材育成を行います。 

   また、管理職の登用にあたっては性別を問わず能力によるものとし、管理職にふさ 

  わしい人材育成に努めるとともに、女性の登用を推進します。 

 

具体的な取り組み 担 当 課 

管理職などへの女性職員の登用 総 務 課 

リーダー育成などの講座や研修会への参加推進 総 務 課 

 

③ あらゆる立場の意見を反映させるシステムづくり 

魅力と活力あるまちづくりを進めるため、あらゆる立場の意見を反映させることので 

きるシステムづくりを推進します。 

 

具体的な取り組み 担 当 課 

ワークショップ（P16※2）、パブリック・コメント（P16※3）

などの推進 
企 画 課 

 

重点目標（２）すべての人がともに働きやすい環境の整備 

① 男性中心型労働慣行の改善 

  男女がともにその能力に応じて働きやすい職場環境づくりをめざしていく上では、職
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場における男性中心型労働慣行の改善が必要です。 

  また、女性においても、男だから女だからという意識をなくし、能力を積極的に発揮し 

 ていくことが必要です。そのため、行政はもちろんのこと、商工会や町内事業者へも普及・

啓発していきます。 

 

具体的な取り組み 担 当 課 

男性中心型労働慣行の確認・改善 総 務 課 

男女を差別する意識の解消 全   課 

商工会や町内事業所への普及・啓発 企画課・産業環境課 

 

② 職場における仕事と家庭の両立支援の促進 

  女性が働き続ける上で、出産、子育て、介護といった問題があります。子育てや介護

は、家庭だけではなく社会で一緒にやっていかなければならないものです。 

  子育てや介護を女性だけが担うのではなく、男性も平等に担う必要があります。その

ため、育児・介護休業制度をはじめとした支援制度をさらに普及・啓発していきます。 

  また、男性がこれまで以上に子育てや介護へ積極的に参加できるよう、職場における

男性の育児や介護のための休暇等の取得を促進します。 

 

具体的な取り組み 担 当 課 

男性の育児や介護のための休暇等の取得促進 総 務 課 

女性が働き続けられるための職場環境の改善 全    課 

女性の再就職に対する支援の働きかけ（商工会・事業所）    産業環境課 

 

③ 商工会・地域の事業者との連携と啓発 

町内事業所に対して、雇用に関する法令・制度を周知するため、通知文の送付や商工 

会への働きかけなど、積極的に情報提供や就業の場における男女共同参画の促進につ 

いて認識を高める啓発を行います。 

 

具体的な取り組み 担 当 課 

地域の事業者への啓発 企 画 課 

商工会との連携（町内事業所等への啓発促進） 産業環境課 

 

重点目標（３）地域活動及び家庭生活における男女共同参画の推進 

① 地域活動の役職などにおける男女共同参画の推進 

地域活動は、最も身近な社会参画の場であるため、自治会などの地域活動に男女がと 
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もに参画できる環境づくりを推進します。また、子ども会や青少年育成、地域の見守り

など身近な地域での活動は、男性女性ともにバランスのとれた参画を働きかけます。 

  

具体的な取り組み 担 当 課 

自治会など地域役員への女性参画の推進 全    課 

男性女性ともにバランスのとれた地域活動への意識改革 全    課 

 

② 家事及び育児などを男女がともに担うことの推進 

家庭における性別役割分担意識は、全般的に「女性の担当」が多くなっているのが現 

  状です。昔からの男女の固定的な役割分担や性別による気づかない差別を解消してい 

  くためには、一人ひとりの意識改革を進めていく必要があります。 

   また、女性に負担がかかる子育てにおいて、家事及び育児における男性の参画を促す 

  ため、「広報とみか」や町ホームページなどを活用した広報・啓発活動を行います。ま

た、講座等の実施にあたっては、母親だけでなく、父親やその家族にも参加してもらえ

るような内容・日時・場所の設定にも配慮します。 

 

具体的な取り組み 担 当 課 

夫婦・親子向けの食事、子育て講座の開催 教育課・こども課 

子育て等における男女共同参画に関する広報・啓発活動の充実 教育課・こども課 

家庭教育学級の開催     教 育 課 

 

③ 子育て家庭への支援 

居住する地域に子育てを支援する人がいなかったり、離れていたりするなど、子育て 

が孤立化している現状も多く見受けられます。子育てへの不安を感じたり、子育てで行

き詰まった保護者が子どもに暴力を振るう状況に追い込まれたりする可能性もありま

す。子育てをしている家庭においての男女共同参画を推進するため、子育て家庭への支

援を強化します。 

 

具体的な取り組み 担 当 課 

こども家庭センターの機能強化 福祉保健課・こども課 

子育て支援拠点施設「すくすく」での活動の充実 こども課 

子育て情報ネットワークの充実 福祉保健課・教育課・こども課 
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【基本目標２】誰もが「安心して」・「健康に」暮らせる社会づくり 

重点目標（１）人権尊重とあらゆる暴力の根絶 

① 人権尊重意識の啓発 

男女共同参画社会を実現することは、人権尊重の精神が満ちあふれた社会にすること 

  に繋がります。性別、年齢、障がいの有無、国籍などの異なる人々がともに暮らす社会

にあって、一人ひとりが個性や違いを尊重し、多様性を認め合うことが必要であり、す

べての人が男女共同参画を正しく理解し、意識を高めていけるような啓発活動を展開

し、人権尊重の意識の浸透を図ります。 

 

具体的な取り組み 担 当 課 

「広報とみか」などによる啓発活動・情報提供 企 画 課 

人権尊重意識に基づく学校教育の推進 教 育 課 

人権講演会や研修会などの実施 住 民 課 

人権に関する相談会の実施 住 民 課 

 

② 配偶者などへの暴力や虐待の根絶 

暴力や子どもへの虐待は、決して許されるものではありません。暴力や虐待の根絶に 

  向けて、広報・啓発活動に努めるとともに、相談体制の充実を図ります。セクシュアル・

ハラスメントやパワーハラスメントをはじめ、全てのハラスメント行為の防止に対す

る意識を高めます。 

 

具体的な取り組み 担 当 課 

ＤＶ（P16※4）・児童虐待未然防止のための啓発活動、

情報提供 

企画課・住民課・ 

教育課・こども課 

各種関係機関との連携強化によるＤＶ・児童虐待防止被

害の早期発見と対応 
全  課 

 

③ 暴力や虐待などに関する相談窓口の周知と充実 

暴力や虐待などに関する相談窓口のパンフレットを配布し周知を図るとともに、 

関係機関との連携を強化し、相談しやすい支援体制を整備していきます。 

 

具体的な取り組み 担 当 課 

暴力や虐待などに関する相談窓口の周知 
住民課・福祉保健課・ 

教育課・こども課 

各種相談機関との連携による相談体制の充実 全  課 
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（ＤＶ・各種ハラスメント） 

岐阜県男女共同参画・女性の活躍支援センター 

との連携による相談体制の充実 
    企 画 課 

 

重点目標（２）生涯を通じた健康づくりへの支援 

① 母子保健の充実 

女性の社会進出や核家族化が進む中で、出産や子育てを取り巻く環境は大きく変化し 

  ています。安心して子どもを産み育てることが出来るために、母子保健の充実を図りま 

す。 

   また、とみか食生活サポートの会による親子の食育教室を開催し、食材や栄養バラ 

ンスなど食に関する知識の普及に努め、規則正しい食事から健やかな生活リズムをつ 

くるように働きかけます。 

 

具体的な取り組み 担 当 課 

母子保健事業の充実 福祉保健課 

出産・子育てに関する相談体制の充実 福祉保健課・こども課 

食育の実施 福祉保健課・教育課・こども課 

  

② 生涯を通じた心身の健康づくり 

健康の維持増進を図るためには、一人ひとりが自分の健康に対する意識を高める必要 

  があります。そのため、健康に関する情報提供や話し合いの場を設けるなど、様々な形 

  で心身の健康に対する啓発活動を推進します。 

 

具体的な取り組み 担 当 課  

健康診査の受診率や予防接種率向上の推進 住民課・福祉保健課 

健康づくりに関する情報提供と意識啓発 福祉保健課 

保健指導・健康相談の充実 福祉保健課 

 

③ 介護支援体制の充実 

少子高齢化が進む中、介護が必要な高齢者も増加しています。介護保険サービスが充 

  実する一方、在宅では介護の担い手の多くを女性が行っており、介護負担も大きくなっ

ています。そのため、介護が女性に集中しないよう、男性も介護を担える意識の醸成や

社会の支え合いの体制づくり、介護保険サービスなどの充実を促進するなど、介護負担

の軽減を図ります。 
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具体的な取り組み 担 当 課 

介護保険サービスの充実と情報提供 福祉保健課 

介護に関する相談体制の充実 福祉保健課 

障がい福祉サービスの充実と情報提供 福祉保健課 

介護休暇の取得促進 総 務 課 

 

重点目標（３）男女共同参画の視点に立った防災対策の推進 

① 防災活動における女性の参画推進 

被災時には、男女の身体的・生理的な違いにより、男女双方の視点からの配慮が必要 

  です。そのため、女性を含めた自主防災体制の強化を図り、男女が協力して防災活動が 

  できる体制づくりに努めます。 

 

具体的な取り組み 担 当 課 

女性の視点からの防災対策の推進 総 務 課 

避難時、避難所における女性をはじめとする人権への配慮 総 務 課 

 

【基本目標３】「次の世代」への男女共同参画社会の基盤づくり 

重点目標（１）男女共同参画教育・学習の推進 

① 学校などにおける男女平等教育の推進 

学校では、すべての教育活動を通して、お互いの人権を尊重し性別にとらわれること 

  なく役割を果たし、男女平等の感覚を磨きます。また、一人ひとりの個性と能力にあっ 

  た進路選択や、主体的に判断をくだすことのできる児童生徒の育成を継続していきま

す。 

   なお、男女共同参画に対する意識を高めていくためには、男女共同参画について考え

る場、あるいは学習する場を提供していくことが重要です。そのため、あらゆる世代の

男女が生涯にわたり能力を高めることができるよう、実施にあたっては夜間や休日に

行うなど、それぞれのライフスタイルにあった学習機会を提供します。 

 

具体的な取り組み 担 当 課 

町職員に対して、男女共同参画に関する研修を開催 総務課・企画課 

国や県が開催する講座や講演会などの情報提供 企 画 課 

教育活動・学校（園）運営における男女共同参画の推進 教育課・こども課 

性別にとらわれない教育や進路指導の推進 教育課・こども課 

各種団体などに対する意識啓発 全   課 
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② 家庭及び地域における男女平等教育の推進 

「広報とみか」や町ホームページなどでの啓発活動を通じて、家庭及び地域における 

  男女平等教育の推進を図ります。また、男女が相互の人格を尊重し、相手の立場を理解

し助け合うような人間形成を図るため、男女共同参画の視点に立った家庭教育に関す

る学習の機会を保護者に対して提供します。 

 

具体的な取り組み 担 当 課 

「広報とみか」や町ホームページなどでの啓発 企 画 課 

男女共同参画の視点に立った家庭教育の実施 教 育 課 

 

重点目標（２）男女共同参画に関する広報啓発・情報提供 

① 町広報紙などによる広報啓発・情報提供 

「広報とみか」や町ホームページを中心に広報・啓発活動を行います。また、インタ

ーネットや情報誌を活用し、国や県、自治体などが発信する情報を収集して町民に提供

します。また、男女共同参画に関するチラシや資料などを活用した啓発活動を実施しま

す。 

 

具体的な取り組み 担 当 課 

「広報とみか」などによる啓発活動・情報提供 企 画 課 

インターネットなどによる情報収集・発信 企 画 課 

男女共同参画に関する図書などの充実 企画課・教育課 

性差別をはじめとした差別的な表現に対する掲載の配慮 全   課 
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第４章 数値目標 

 

計画推進のため、達成に向けて取り組む目標として数値等を設定するもの 

 

【基本目標１】あらゆる男女がともに活躍できる社会づくり 

項  目 目標数値 現 状 値 

各種審議会などにおける女性委員の比率 
３０．０％ 

（町の独自目標）

２５．６％ 

（令和５年４月１日） 

管理的職業従事者に占める女性の割合 
３０．０％ 

（町の独自目標）

２２．２％ 

（令和５年４月１日） 

男性の育児休業取得率 
３０．０％ 

（町の独自目標）

  ０．０％ 

（令和４年度実績） 

 

【基本目標２】誰もが「安心して」・「健康に」暮らせる社会づくり 

項  目 目標数値 現 状 値 

「広報とみか」などによる啓発活動・情報 

提供 ※人権尊重意識の啓発に係るもの 

年３回 

（町の独自目標）

広報紙掲載  ３回 

人権講話開催 １回 

（令和４年度実績） 

人権に関する相談会の実施 
年７回 

（町の独自目標）

６回 

（令和４年度実績） 

 

【基本目標３】「次の世代」への男女共同参画社会の基盤づくり 

項  目 目標数値 現 状 値 

町職員に対して、男女共同参画に関する研修

を開催 ※国や県、みのかも定住自立圏事業

を含む 

年１回 

（町の独自目標）

０回 

（令和４年度実績） 

「広報とみか」などによる啓発・情報提供 

※男女共同参画の普及啓発に係るもの 

年２回 

（町の独自目標）

１回 

（令和４年度実績） 

男女共同参画の視点に立った家庭教育の実

施  

年３回 

（町の独自目標）

３回 

（令和４年度実績） 
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用語説明 

 

● 持続可能な開発目標（SDGs）（※1） 

  平成 27 年（2015）9 月の国連サミットで採択された、国連加盟 193 ヵ国が平成 28 年

（2016）から令和 12 年（2030）の 15 年間で達成すべき目標のこと。17 のゴールと 169

のターゲットで構成され、ゴール 5では「ジェンダー平等を実現しよう」と掲げられてい

る。 

 

● ワークショップ（※2） 

 参加者が専門家の助言を得ながら問題解決のために行う研究集会のこと。あるいは、

参加者が自主的活動方式で行う講習会のこと。 

 

● パブリック・コメント（※3） 

 国などの行政団体が、法律など規制の制定、改廃や、それに係る政令、省令など

を定める際にその案を一般に公表して広く意見を求める制度のこと。 

 

● ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）（※4） 

   家庭内における暴力行為。特に夫や恋人など法律上の婚姻の有無を問わず、親しい

関係にある男女間にある暴力行為のこと。身体的な暴力行為のほか、精神的な暴力、

性的暴力、言葉の暴力、細かい監視なども含みます。 
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